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(57)【要約】
【課題】リチウムイオン二次電池などの電気化学デバイ
スにおいて、ウィスカーのような針状の活物質粒子が電
極に存在する場合の短絡の発生を抑制しうる手段を提供
する。
【解決手段】本発明の電気化学デバイスは、正極と、セ
パレータに電解液が保持されてなる電解質層と、負極と
がこの順に積層されてなる積層体を有する。そして、当
該正極または当該負極の少なくとも一方が針状活物質粒
子を含む。さらに、当該セパレータは、複数のサブセパ
レータからなる積層構造を有する点に特徴を有する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極と、セパレータに電解質が保持されてなる電解質層と、負極と、がこの順に積層さ
れてなる積層体を有し、前記正極または前記負極の少なくとも一方が針状活物質粒子を含
む電気化学デバイスであって、
　前記セパレータが、複数のサブセパレータからなる積層構造を有する、電気化学デバイ
ス。
【請求項２】
　前記針状活物質粒子の粒子長径（ａ）の粒子短径（ｂ）に対するアスペクト比（ｃ＝ａ
／ｂ）が１０～１０００００である、請求項１に記載の電気化学デバイス。
【請求項３】
　前記セパレータの積層方向に隣接する任意の２つのサブセパレータが、当該サブセパレ
ータの略面方向の分子配向をそれぞれ有し、かつ、当該２つのサブセパレータの分子配向
の方向が異なる、請求項１または２に記載の電気化学デバイス。
【請求項４】
　前記２つのサブセパレータの分子配向の方向のなす角が４５～９０°である、請求項３
に記載の電気化学デバイス。
【請求項５】
　前記針状活物質粒子を含む前記正極または前記負極に隣接するサブセパレータ（Ａ）は
、セパレータを構成する他の少なくとも１つのサブセパレータ（Ｂ）よりも空孔率が小さ
い、請求項１～４のいずれか１項に記載の電気化学デバイス。
【請求項６】
　前記サブセパレータ（Ａ）の空孔率が１０～３０％であり、前記サブセパレータ（Ｂ）
の空孔率が３０％超７０％以下である、請求項５に記載の電気化学デバイス。
【請求項７】
　前記針状活物質粒子を含む前記正極または前記負極に隣接するサブセパレータ（Ａ）は
、セパレータを構成する他の少なくとも１つのサブセパレータ（Ｂ）よりも屈曲度が大き
い、請求項１～６のいずれか１項に記載の電気化学デバイス。
【請求項８】
　前記サブセパレータ（Ａ）の屈曲度が２～５であり、前記サブセパレータ（Ｂ）の屈曲
度が１以上２未満である、請求項７に記載の電気化学デバイス。
【請求項９】
　前記針状活物質粒子を含む前記正極または前記負極に隣接するサブセパレータ（Ａ）の
、前記正極または前記負極に隣接する面に、当該サブセパレータ（Ａ）の構成材料よりも
硬度の大きい高硬度物質が配置されている、請求項１～８のいずれか１項に記載の電気化
学デバイス。
【請求項１０】
　前記高硬度物質の硬度が前記針状活物質粒子の硬度よりも大きい、請求項９に記載の電
気化学デバイス。
【請求項１１】
　前記セパレータの構成材料が樹脂である、請求項１～１０のいずれか１項に記載の電気
化学デバイス。
【請求項１２】
　非水電解質二次電池である、請求項１～１１のいずれか１項に記載の電気化学デバイス
。
【請求項１３】
　リチウムイオン二次電池である、請求項１２に記載の電気化学デバイス。
【請求項１４】
　前記負極が、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化タングステン、および酸化バ
ナジウムからなる群から選択される１種または２種以上の金属酸化物からなるウィスカー
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を針状活物質粒子として含む、請求項１２または１３に記載の電気化学デバイス。
【請求項１５】
　キャパシタである、請求項１～１１のいずれか１項に記載の電気化学デバイス。
【請求項１６】
　請求項１１～１５のいずれか１項に記載の電気化学デバイスを用いた蓄電モジュール。
【請求項１７】
　請求項１１～１５のいずれか１項に記載の電気化学デバイス、または請求項１６に記載
の蓄電モジュールを搭載した車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気化学デバイスに関する。特に本発明は、電気化学デバイスの信頼性を向
上させるための改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球温暖化に対処するため、二酸化炭素量の低減が切に望まれている。自動車業
界では、電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド電気自動車（ＨＥＶ）の導入による二酸化炭
素排出量の低減に期待が集まっており、これらの実用化の鍵を握るモータ駆動用二次電池
の開発が盛んに行われている。
【０００３】
　モータ駆動用二次電池としては、全ての電池の中で最も高い理論エネルギを有するリチ
ウムイオン二次電池が注目を集めており、現在急速に開発が進められている。リチウムイ
オン二次電池は、一般に、バインダを用いて正極活物質等を正極集電体の両面に塗布した
正極と、バインダを用いて負極活物質等を負極集電体の両面に塗布した負極とが、電解質
（リチウム塩）を保持したセパレータからなる電解質層を介して接続され、電池ケースに
収納される構成を有している。
【０００４】
　ところで、リチウムイオン二次電池に関するものではないが、ナノサイズのウィスカー
をレドックスキャパシタの電極材料として用いる技術が提案されている（例えば、特許文
献１を参照）。ここで、ＪＩＳ　Ｈ　０４００によれば、「ウィスカー」とは「単結晶の
微小金属繊維成長物」と定義されている。同様の発想から、ウィスカー状の材料をリチウ
ムイオン二次電池の活物質として用いることが考えられる。しかしながら、何らの手当て
もせずただ単にウィスカー状の活物質を用いて電池を構成すると、かような活物質の形状
に起因して、以下のような問題が生じる。すなわち、リチウムイオン二次電池のセパレー
タは、１枚の樹脂製微多孔質フィルムからなるのが一般的である。かようなセパレータの
有する細孔の平均孔径は通常、例えば特許文献２に開示されているように０．１～１５μ
ｍ程度である。この程度の孔径の細孔を有する微多孔質フィルムからなるセパレータに、
上述したウィスカー状の活物質を組み合わせて用いると、セパレータの細孔にウィスカー
が入り込み、セパレータを貫通して正負極間で短絡が発生する虞があるのである。
【特許文献１】特開２００５－２５２２１７号公報
【特許文献２】特開２００５－２６８０９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで本発明は、リチウムイオン二次電池などの電気化学デバイスにおいて、ウィスカ
ーのような針状の活物質粒子が電極に存在する場合の短絡の発生を抑制しうる手段を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を行なった。その結果、セパレータを複
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数のサブセパレータからなる積層構造とすることで、上記課題が解決されうることを見出
し、本発明を完成させるに至った。
【０００７】
　すなわち、本発明の電気化学デバイスは、正極と、セパレータに電解質が保持されてな
る電解質層と、負極とがこの順に積層されてなる積層体を有する。そして、当該正極また
は当該負極の少なくとも一方が針状活物質粒子を含む。さらに、当該セパレータは、複数
のサブセパレータからなる積層構造を有する点に特徴を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、リチウムイオン二次電池などの電気化学デバイスにおいて、ウィスカ
ーのような針状の活物質粒子が電極に存在する場合であっても、短絡の発生が抑制されう
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を説明するが、本発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載
に基づいて定められるべきであり、下記の形態のみに制限されることはない。
【００１０】
　本発明は、正極と、セパレータに電解質が保持されてなる電解質層と、負極とがこの順
に積層されてなる積層体を有し、前記正極または前記負極の少なくとも一方が針状活物質
粒子を含む電気化学デバイスであって、前記セパレータが、複数のサブセパレータからな
る積層構造を有する、電気化学デバイスである。
【００１１】
　以下、図面を参照しながら、非水電解質リチウムイオン二次電池を例に挙げて、本発明
を詳細に説明する。なお、本明細書においては、説明の都合上、図面が誇張されて記載さ
れている。従って、本発明の技術的範囲は、図面に掲示する形態のみに限定されず、図面
以外の実施形態も採用されうる。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態であるリチウムイオン二次電池の全体構造を模式的に表し
た断面概略図である。
【００１３】
　図１に示す本実施形態のリチウムイオン二次電池１０は、実際に充放電反応が進行する
略矩形の電池要素２１が、外装であるラミネートシート２９の内部に封止された構造を有
する。
【００１４】
　図１に示すように、本実施形態のリチウムイオン二次電池１０の電池要素２１は、複数
の単電池層１９を含む。単電池層１９は、電解質層１７と、電解質層１７の一方の面に形
成された正極活物質層１３と、電解質層１７の他方の面に形成された負極活物質層１５と
、から構成される。そして、各正極活物質層１３間には正極集電体３３が配置され、各負
極活物質層１５間には負極集電体３５が配置される。すなわち、電池要素２１は、複数の
単電池層１９および複数の各集電体（正極集電体３３および負極集電体３５）から構成さ
れる。
【００１５】
　さらに、正極集電体３３および負極集電体３５は、それぞれ正極タブ２５および負極タ
ブ２７に電気的に接続される。そして電池要素２１は、これらの正極タブ２５および負極
タブ２７が外部に導出するように、外装であるラミネートシート２９により封止されてい
る。
【００１６】
　なお、図１に示すリチウムイオン二次電池１０においては、負極活物質層１５が正極活
物質層１３よりも一回り小さいが、かような形態のみには制限されない。正極活物質層１
３と同じかまたは一回り大きい負極活物質層１５もまた、用いられうる。
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【００１７】
　以下、本実施形態のリチウムイオン二次電池１０を構成する部材について簡単に説明す
るが、下記の形態のみに制限されることはなく、従来公知の形態が同様に採用されうる。
【００１８】
　［集電体］
　集電体（３３、３５）は導電性の材料から構成される。集電体（３３、３５）を構成す
る材料に特に制限はない。例えば、金属や導電性高分子が採用されうる。具体的には、例
えば、アルミニウム、ニッケル、鉄、ステンレス鋼、チタン、銅などの金属材料が挙げら
れる。これらのほか、ニッケルとアルミニウムとのクラッド材、銅とアルミニウムとのク
ラッド材、あるいはこれらの金属の組み合わせのめっき材などが好ましく用いられうる。
また、金属表面にアルミニウムが被覆されてなる箔であってもよい。なかでも、電子伝導
性や電池作動電位の観点からは、アルミニウム、ステンレス鋼、銅が好ましい。
【００１９】
　また、集電体の大きさは、電池の使用用途に応じて決定される。例えば、高エネルギ密
度が要求される大型の電池に用いられるのであれば、面積の大きな集電体が用いられる。
【００２０】
　集電体（３３、３５）の厚さについても特に制限はない。集電体の厚さは、通常は１～
１００μｍ程度である。
【００２１】
　なお、図１に示すように、複数の単電池層が積層されてなる発電要素を有する電池にお
いて最外層に位置する電極は電池反応に関与しないため、最外層に位置する集電体におい
ては、発電要素の内側のみに活物質層が存在すればよい。
【００２２】
　［活物質層］
　活物質層は活物質を含み、必要に応じてその他の添加剤をさらに含む。
【００２３】
　本実施形態においては、活物質層が針状の活物質粒子を含む点が特徴の１つである。本
明細書において、「針状活物質粒子」とは、活物質粒子の粒子長径（ａ）の粒子短径（ｂ
）に対するアスペクト比（ｃ＝ａ／ｂ）が５以上の活物質粒子を意味する。なお、針状の
活物質粒子は、ナノワイヤやナノロッドなどとも称される。かような活物質粒子は比表面
積が大きい。従って、かような活物質を採用することで、電池の出力特性が向上しうると
いう利点がある。一方、アスペクト比が大きくなりすぎると、活物質層に含まれる活物質
粒子の数の減少に伴って、セパレータを貫通する可能性のある粒子の先端の数も同様に減
少する。かような観点のもと、本発明の作用効果をより一層発揮させうるには、上述した
アスペクト比（ｃ）は好ましくは１０～１０００００であり、より好ましくは２０～１０
０００である。ただし、これらの範囲を外れても勿論よい。
【００２４】
　正極活物質層１３に含まれる活物質の構成材料は特に制限されず、リチウムイオン二次
電池の正極活物質として従来公知の材料が同様に用いられうる。正極活物質としては、例
えば、ＬｉＭｎ２Ｏ４やＬｉＮｉＯ２等のリチウム－遷移金属酸化物、リチウム－遷移金
属リン酸化合物、リチウム－遷移金属硫酸化合物などが挙げられる。これらの材料はいず
れも、電池のエネルギ密度を向上させうる。場合によっては、２種以上の正極活物質が併
用されてもよい。なお、上記以外の正極活物質が用いられてもよいことは勿論である（下
記を参照）。
【００２５】
　負極活物質層１５に含まれる活物質の構成材料についても特に制限はなく、リチウムイ
オン二次電池の負極活物質として従来公知の材料が同様に用いられうる。負極活物質とし
ては、例えば、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化タングステン、酸化バナジウ
ム等の金属酸化物、グラファイト、ソフトカーボン、ハードカーボン等の炭素材料、上述
したようなリチウム－遷移金属化合物、金属材料、リチウム－金属合金材料などが挙げら
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れる。場合によっては、２種以上の負極活物質が併用されてもよい。なお、上記以外の負
極活物質が用いられてもよいことは勿論である（下記を参照）。
【００２６】
　針状活物質粒子のサイズについて特に制限はない。ただし、針状活物質粒子の粒子長径
（ａ）は、好ましくは０．１～１０００μｍであり、より好ましくは１～５００μｍであ
り、さらに好ましくは５～２００μｍである。また、当該針状活物質粒子の粒子短径（ｂ
）は、好ましくは１０ｎｍ～１０μｍであり、より好ましくは２０ｎｍ～２μｍであり、
さらに好ましくは３０～５００ｎｍである。なお、本明細書において、針状活物質粒子の
サイズは、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）や透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）などの観察手段を
用い、数～数十視野中に観察される活物質粒子における測定値の平均値として算出される
値を採用するものとする。
【００２７】
　場合によっては、集電体としての金属基体の表面に形成されてなるウィスカーを活物質
粒子として用いてもよい。以下、かような形態について詳細に説明する。
【００２８】
　本形態において、集電体として機能しうる金属基体としては、例えば、シリコン（Ｓｉ
）、マンガン（Ｍｎ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、インジウム（Ｉｎ）、
銀（Ａｇ）、ガリウム（Ｇａ）、錫（Ｓｎ）、銅（Ｃｕ）、スカンジウム（Ｓｃ）または
ゲルマニウム（Ｇｅ）、亜鉛（Ｚｎ）、およびこれらの任意の組み合わせに係るものが挙
げられる。これらは蒸気圧の高い金属であり、これらの金属を蒸発させて金属基体の表面
に析出させることで、ウィスカーが形成されうる。また、後述するように、析出時の雰囲
気に酸素が存在すると、酸化物ウィスカーが形成されうる。
【００２９】
　さらに、自らウィスカーを形成可能な上述の材料を含まない金属基体が用いられてもよ
い。かような材料としては、例えば、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）
、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）、ロジウム（Ｒｈ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン
（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）などが挙げられる。
【００３０】
　ここで、上述した金属基体の表面に形成されるウィスカーの形態としては、幹部の先端
に球状頭部を有する構成や、幹部のみの構成が挙げられる。ただし、これらの他にも枝分
かれ状、モール状、毛玉状などの構成であってもよい。また、ウィスカーが形成されるこ
とによって金属基体の集電体としての機能や他の製作工程が阻害されなければ、基本的に
集電体としての金属基体の表面の任意の部位にウィスカーが形成されうる。
【００３１】
　ウィスカーの構成材料としては、例えば、上述した金属基体に含まれる金属元素または
その酸化物を主成分とする材料が例示される。かような形態によれば、ウィスカーが金属
基体から連続的に形成されることとなる。また、ウィスカー形成成分が金属基材の表面部
の構成材料と同じであるため、金属基体とウィスカーとの密着強度が高められ、耐久性も
向上しうる。なお、本明細書において「主成分」とは、５０～１００質量％程度含まれる
ことを意味する。
【００３２】
　一方、金属基体の表面に、上述したウィスカーの主成分である元素を含むウィスカー形
成層が配設されてもよい。かような形態によれば、金属基体にウィスカー形成成分が含ま
れない場合であってもウィスカーの形成が可能となる。さらに上記と同様に、ウィスカー
形成成分が金属基材の表面部の構成材料と同じとなるため、金属基体とウィスカーとの密
着強度が高められ、耐久性も向上しうる。
【００３３】
　ここで、ウィスカーの主成分である元素としては、例えば、スズ、亜鉛、インジウム、
タングステン、バナジウム、シリコン、マンガン、アルミニウム、クロム、銀、ガリウム
、銅、スカンジウムまたはゲルマニウム、およびこれらの任意の組み合わせに係るものが
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挙げられる。
【００３４】
　針状活物質粒子としてのウィスカーのサイズについて特に制限はない。ただし、上述し
たウィスカーの長さ（粒子長径（ａ）に相当）は、好ましくは０．１～１０００μｍであ
り、より好ましくは１～５００μｍであり、さらに好ましくは５～２００μｍである。ま
た、当該針状活物質粒子の粒子短径（ｂ）は、好ましくは１０ｎｍ～１０μｍであり、よ
り好ましくは２０ｎｍ～２μｍであり、さらに好ましくは３０～５００ｎｍである。
【００３５】
　このように、金属基体の表面にウィスカーを形成させる手法について特に制限はなく、
従来公知の知見が適宜参照されうる。例えば、金属基体またはその前駆体を減圧下または
不活性ガス雰囲気中で加熱処理することにより、金属基体の表面にウィスカーが形成され
うる。この際、微量酸素の存在中で加熱処理を施すと、上述した元素の酸化物からなるウ
ィスカーが形成される。なお、「金属基体またはその前駆体」と記載したのは、金属基体
が加熱処理によって組成変化する場合を考慮したものである。ここで、「微量酸素」とは
、ウィスカー原料となる元素やその含有率によって異なるが、通常は１～１０００体積ｐ
ｐｍの酸素量である。また、加熱処理は、通常７００～１１００℃の範囲で行われうる。
【００３６】
　また、金属基体の表面にウィスカーを形成する際、好ましくは、金属基体またはその前
駆体の表面に、酸化物ウィスカーの主成分である元素を含むウィスカー形成層を配設し、
このウィスカー形成層の表面に酸化物ウィスカーを形成するとよい（後述する実施例を参
照）。かような形態によれば、金属基体がウィスカー形成材料を含まない場合であっても
、ウィスカー形成層を金属基体の表面に配設することで、金属基体の任意の部位にウィス
カーが形成されうる。
【００３７】
　好ましい形態においては、上述した金属元素の酸化物（例えば、酸化スズ、酸化亜鉛、
酸化インジウム、酸化タングステン、酸化バナジウムなど）からなるウィスカーが、同様
に上述した金属基体の表面に形成されて、負極に用いられる。かような金属酸化物は活物
質としての容量が大きい。このため、これらの材料を負極活物質として用いると、電池の
エネルギ密度が向上しうる。なお、この際、ウィスカーが針状負極活物質粒子に相当し、
金属基体が負極集電体に相当することとなる。
【００３８】
　正極活物質層１３および負極活物質層１５に含まれうる添加剤としては、例えば、バイ
ンダ、導電助剤、電解質塩（リチウム塩）、イオン伝導性ポリマー等が挙げられる。
【００３９】
　バインダとしては、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、合成ゴム系バインダ等が挙げ
られる。
【００４０】
　導電助剤とは、正極活物質層１３または負極活物質層１５の導電性を向上させるために
配合される添加物をいう。導電助剤としては、アセチレンブラック等のカーボンブラック
、グラファイト、気相成長炭素繊維などの炭素材料が挙げられる。活物質層（１３、１５
）が導電助剤を含むと、活物質層の内部における電子ネットワークが効果的に形成され、
電池の出力特性の向上に寄与しうる。
【００４１】
　電解質塩（リチウム塩）としては、Ｌｉ（Ｃ２Ｆ５ＳＯ２）２Ｎ）、ＬｉＰＦ６、Ｌｉ
ＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＣＦ３ＳＯ３等が挙げられる。
【００４２】
　イオン伝導性ポリマーとしては、例えば、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）系およびポ
リプロピレンオキシド（ＰＰＯ）系のポリマーが挙げられる。
【００４３】
　正極活物質層１３および負極活物質層１５中に含まれる成分の配合比は、特に限定され
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ない。配合比は、リチウムイオン二次電池についての公知の知見を適宜参照することによ
り、調整されうる。
【００４４】
　各活物質層（１３、１５）の厚さについても特に制限はなく、リチウムイオン二次電池
についての従来公知の知見が適宜参照されうる。一例を挙げると、各活物質層（１３、１
５）の厚さは、２～１００μｍ程度である。
【００４５】
　［電解質層］
　電解質層１７は、電解質を含む層である。電解質層１７に含まれる電解質（具体的には
、リチウム塩）は、充放電時に正負極間を移動するリチウムイオンのキャリアーとしての
機能を有する。
【００４６】
　そして、本実施形態のリチウムイオン二次電池において、電解質層１７は電解質を保持
するセパレータを有し、さらに、当該セパレータは複数のサブセパレータからなる積層構
造を有する点に特徴がある。かような形態によれば、リチウムイオン二次電池などの電気
化学デバイスにおいて、ウィスカーのような針状の活物質粒子が電極に存在する場合であ
っても、正負極活物質層間での短絡の発生が抑制されうる。
【００４７】
　以下、本実施形態の特徴的な構成であるセパレータについて、より詳細に説明する。
【００４８】
　まず、セパレータの材質について特に制限はなく、従来公知の知見が適宜参照されうる
。好ましい形態としては、セパレータを樹脂から構成する形態が挙げられる。かような形
態によれば、樹脂の柔軟性に起因して、セパレータのハンドリング性に優れる。セパレー
タを構成しうる樹脂としては、例えば、オレフィン系のポリエチレン、ポリプロピレン、
フッ素系のポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリイミド、ポリアミ
ド、ポリアミドイミド、セルロースなどが挙げられる。ただし、これら以外の材料が用い
られても勿論よい。
【００４９】
　本実施形態において、単電池層１９を構成する電解質層１７は、上述したように複数の
サブセパレータからなる積層構造を有する。上述したように、活物質として針状活物質粒
子を活物質層に含ませた場合には、単層からなるセパレータを用いると電池の製造時や使
用時にセパレータを貫通して、正負極活物質層間で短絡が発生してしまうという問題があ
る。かような問題への対処として、単層セパレータの膜厚を増加させたり、空孔率の小さ
いセパレータを用いるという手法が考えられる。しかしながら、セパレータの膜厚を増加
させることは、電池のエネルギ密度を低下させるため、好ましくない。また、セパレータ
の空孔率を一律に低下させると、電解質が十分に保持されなくなる結果、電池の電気抵抗
が増大してしまうという問題がある。これに対し、本発明の構成によれば、電池の出力特
性の低下を最小限に抑制しつつ、正負極活物質層間での短絡の発生を確実に防止すること
が可能となる。
【００５０】
　なお、１枚のセパレータを構成するサブセパレータの枚数に特に制限はなく、２枚以上
であれば本発明の作用効果が発揮されうる。製造が容易であるという観点からは、１枚の
セパレータを構成するサブセパレータの枚数は２～７枚程度であり、好ましくは３～５枚
である。また、サブセパレータの厚さにも特に制限はないが、製造が容易であるという観
点からは、好ましくは１～２０μｍであり、より好ましくは２～１０μｍである。複数の
サブセパレータが積層されてなる構造を有するセパレータ全体の厚さについても特に制限
はなく、従来公知のリチウムイオン二次電池の電解質層の厚さと同様の５～１００μｍ程
度であればよい。
【００５１】
　本明細書では、以下、本発明の好ましい実施形態として、代表的な４つの実施形態を例
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に挙げて説明するが、下記の形態のみに本発明の技術的範囲が限定されるわけではない。
【００５２】
　本発明の好ましい一実施形態（実施形態（１））では、分子配向を有するサブセパレー
タの分子配向の方向に基づき、複数のサブセパレータの配置形態を制御する。本実施形態
において、セパレータを構成するサブセパレータはそれぞれ、自身の面方向に分子配向を
有する。さらに、１枚のセパレータを構成する複数のサブセパレータは、隣接するサブセ
パレータと分子配向が直交するように配置されている。換言すれば、複数のサブセパレー
タは、分子配向が９０°ずつずれるように積層されている。なお、本実施形態において隣
接するサブセパレータの分子配向のなす角は９０°であるが、かような形態のみには限定
されず、隣接するサブセパレータの分子配向が異なっていれば本発明の技術的範囲に包含
される。ただし、本発明の作用効果をより一層発揮させるという観点からは、隣接するサ
ブセパレータの分子配向の方向のなす角は、好ましくは４５～９０°であり、より好まし
くは６０～９０°である。例えば、分子配向を有する３枚のサブセパレータを、それぞれ
の分子配向の方向を６０°ずつずらして積層することによりセパレータを構成する形態が
例示される。同様に、分子配向を有する４枚のサブセパレータを、それぞれの分子配向の
方向を４５°ずつずらして積層することによりセパレータを構成する形態もまた、例示さ
れる。
【００５３】
　ここで、針状の活物質がセパレータを貫通する場合を考えると、完全に垂直に貫通する
ことは稀であり、ある程度の傾きを持って貫通するのが一般的である。そして、面方向に
分子配向を有するセパレータに対してある程度の傾きで貫通しようとする場合には、分子
配向の方向に平行か垂直かによって貫通時の応力が大幅に異なる。単層のセパレータの場
合には、分子配向が存在してもその方向に平行に針状の活物質が貫通しようとすると容易
に貫通してしまう虞がある。一方、本発明のセパレータを貫通しようとする場合には、必
ず単層の場合と比較して大きい応力がかかる。その結果、針状活物質粒子がセパレータを
貫通することが抑制され、ひいては正負極活物質層間の短絡が防止されうる。
【００５４】
　なお、分子配向を有するサブセパレータとしては、市販品が存在すれば当該市販品を購
入して用いてもよいし、自ら作製する場合には樹脂を一軸延伸することで容易に作製する
ことが可能である。
【００５５】
　本発明の他の好ましい実施形態（実施形態（２））では、サブセパレータの空孔率を制
御する。本実施形態において、セパレータを構成する複数のサブセパレータのうち、正極
活物質層１３および負極活物質層１５に隣接するサブセパレータ（以下、「サブセパレー
タ（Ａ）」とも称する）は、セパレータを構成する他のサブセパレータ（以下、「サブセ
パレータ（Ｂ）」とも称する）よりも空孔率が小さい。かような形態によれば、空孔率の
比較的小さいサブセパレータ（Ａ）により針状活物質粒子がセパレータを貫通することが
防止される。また、空孔率の比較的大きいサブセパレータ（Ｂ）によって電解質が十分に
保持され、電池の優れた出力特性が維持されうる。
【００５６】
　本実施形態において、サブセパレータの空孔率の具体的な値について特に制限はない。
一例を挙げると、針状活物質粒子の貫通を効果的に抑制するという観点からは、サブセパ
レータ（Ａ）の空孔率は、好ましくは１０～３０％であり、より好ましくは１５～２５％
である。一方、サブセパレータ（Ｂ）の空孔率は、好ましくは３０％超７０％以下であり
、より好ましくは４０～６５％である。サブセパレータ（Ｂ）の空孔率が３０％超であれ
ば、セパレータに電解質が十分に保持されうる。また、サブセパレータ（Ｂ）の空孔率が
７０％以下であれば、電池要素２１としてラミネートシート２９の内部に真空パックされ
た際の応力にも十分耐えうる。
【００５７】
　なお、セパレータを構成するサブセパレータの空孔率を上述した範囲内の値とするには
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、所望の空孔率を有する樹脂製微多孔質フィルムの市販品を用いてもよいし、突刺やプレ
スなどの手法によって自ら所望の空孔率を有する樹脂製微多孔質フィルムを作製してもよ
い。
【００５８】
　本発明のさらに他の好ましい実施形態（実施形態（３））では、サブセパレータの屈曲
度を制御する。本実施形態において、セパレータを構成する複数のサブセパレータのうち
、正極活物質層１３および負極活物質層１５に隣接するサブセパレータ（サブセパレータ
（Ａ））は、セパレータを構成する他のサブセパレータ（サブセパレータ（Ｂ））よりも
屈曲度が大きい。かような形態によれば、屈曲度の比較的大きいサブセパレータ（Ａ）に
より針状活物質粒子がセパレータを貫通することが防止される。また、屈曲度が大きくな
ると２乗で電池の電気抵抗を増加させる方向に影響する。このため、セパレータの内部に
位置するサブセパレータ（Ｂ）の屈曲度については小さい値としておくことで、電池の電
気抵抗の増大が防止され、電池の優れた出力特性が維持されうる。
【００５９】
　なお、「屈曲度」とは、微細孔の複雑さを表す指標として知られており、同形状のバル
ク電解液との伝導率の比として定義される。屈曲度が１に近ければ、細孔がほぼ直線的に
開いており（針状活物質粒子は貫通し易い）、屈曲度が大きいほど細孔が曲がりくねった
形状を有している（針状活物質粒子は貫通し難い）ことが定性的に表される。
【００６０】
　本実施形態において、サブセパレータの屈曲度の具体的な値について特に制限はない。
一例を挙げると、針状活物質粒子の貫通を効果的に抑制するという観点からは、サブセパ
レータ（Ａ）の屈曲度は、好ましくは２～５であり、より好ましくは２．５～４である。
サブセパレータ（Ａ）の屈曲度が２以上であれば、針状活物質粒子がセパレータを貫通す
ることが効果的に抑制される。また、サブセパレータ（Ａ）の屈曲度が５以下であれば、
電池の電気抵抗の増大が抑制されうる。一方、サブセパレータ（Ｂ）の屈曲度は、好まし
くは１以上２未満であり、より好ましくは１～１．５である。サブセパレータ（Ｂ）の屈
曲度が２未満であれば、電池の電気抵抗の増大が抑制されうる。
【００６１】
　なお、セパレータを構成するサブセパレータの屈曲度を上述した範囲内の値とするには
、所望の屈曲度を有する樹脂製微多孔質フィルムの市販品を用いてもよいし、微細な針な
どによる突刺などの手法によって自ら所望の屈曲度を有する樹脂製微多孔質フィルムを作
製してもよい。
【００６２】
　本発明のさらに他の好ましい実施形態（実施形態（４））では、セパレータを構成する
複数のサブセパレータのうち、正極活物質層１３および負極活物質層１５に隣接するサブ
セパレータ（サブセパレータ（Ａ））の、それぞれ正極活物質層１３または負極活物質層
１５に隣接する面に、当該サブセパレータ（Ａ）の構成材料よりも硬度の大きい高硬度物
質が配置されている。かような形態によれば、セパレータの表面に配置された高硬度物質
によって針状活物質粒子がセパレータを貫通することが防止される。ここで、セパレータ
自体の硬度を増加させて針状活物質粒子の貫通を防止することも考えられるが、かような
形態ではセパレータのハンドリング性が低下する虞がある。これに対し、本実施形態の構
成によれば、セパレータのハンドリング性の低下を招くことなく、針状活物質粒子の貫通
が効果的に抑制されうる。
【００６３】
　なお、本発明において「硬度」とは、ビッカース硬度（Ｈｖ）を意味し、「高硬度物質
」とは、ビッカース硬度（Ｈｖ）が１０００以上の物質を意味する。サブセパレータ（Ａ
）の表面に配置される高硬度物質の具体的な形態については、針状活物質粒子の貫通を抑
制でき、電池の作動に悪影響を及ぼさない限り特に制限はない。高硬度物質の一例として
は、アルミナ、シリカ、ジルコニア、セリア、マグネシア、カルシア、イットリアなどが
挙げられるが、これらに限定されない。ここで、高硬度物質の硬度は針状活物質粒子の硬
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度よりも大きいことが好ましい。なお、針状活物質粒子の硬度は一般的に、Ｈｖ５００程
度である。また、上記で具体的に列挙した高硬度物質の硬度はいずれも、Ｈｖ１０００以
上である。
【００６４】
　高硬度物質の配置量については、針状活物質粒子の貫通を抑制でき、電池の作動に悪影
響を及ぼさない限り特に制限はない。好ましくは、サブセパレータ（Ａ）の表面の面積に
対して０．１～１０ｍｇ／ｃｍ２程度の量の高硬度物質が配置される。
【００６５】
　高硬度物質の配置形態についても特に制限はない。一例としては、上述した高硬度物質
の粉末を適当な溶媒に分散させ、これをサブセパレータ（Ａ）の表面に塗布し、溶媒を蒸
発させて高硬度物質を含む層を形成するという形態が例示される。ここで、高硬度物質の
粒子径は１～５０μｍ程度とすればよい。また、高硬度物質を含む層の形成に用いられう
る溶媒としては、例えば、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）、アセトニトリル、水
などが挙げられる。必要に応じて、バインダを溶媒中に添加してもよい。用いられうるバ
インダとしては、例えば、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、ポリテトラフルオロエチ
レン（ＰＴＦＥ）、メチルセルロースなどが挙げられる。
【００６６】
　以上、正極活物質層１３および負極活物質層１５の双方にそれぞれ針状活物質粒子が含
まれる形態を例に挙げて本発明の好ましい４つの実施形態を説明した。ただし、正極活物
質層または負極活物質層のいずれか一方のみに針状活物質粒子が含まれる場合には、針状
活物質粒子の貫通を防止できるように適宜変更を加えて実施可能である。
【００６７】
　電解質層１７において、セパレータに保持される電解質に特に制限はなく、液体電解質
、および子ゲル電解質などが適宜用いられうる。
【００６８】
　液体電解質は、可塑剤である有機溶媒に支持塩であるリチウム塩が溶解した形態を有す
る。可塑剤として用いられる有機溶媒としては、例えば、エチレンカーボネート（ＥＣ）
やプロピレンカーボネート（ＰＣ）などのカーボネート類が挙げられる。また、支持塩（
リチウム塩）としては、ＬｉＮ（ＳＯ２Ｃ２Ｆ５）２、ＬｉＮ（ＳＯ２ＣＦ３）２、Ｌｉ
ＰＦ６、ＬｉＢＦ４、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＳＯ３ＣＦ３などの電極の活物
質層に添加されうる化合物を同様に用いることができる。
【００６９】
　一方、ゲル電解質は、リチウムイオン伝導性を有するマトリックスポリマーに、上記の
液体電解質が注入されてなる構成を有する。リチウムイオン伝導性を有するマトリックス
ポリマーとしては、例えば、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）、ポリプロピレンオキシド
（ＰＰＯ）、およびこれらの共重合体などが挙げられる。かようなマトリックスポリマー
には、リチウム塩などの電解質塩がよく溶解しうる。ゲル電解質のマトリックスポリマー
は、架橋構造を形成することによって、優れた機械的強度を発揮しうる。架橋構造を形成
させるには、適当な重合開始剤を用いて、高分子電解質形成用の重合性ポリマー（例えば
、ＰＥＯやＰＰＯ）に対して熱重合、紫外線重合、放射線重合、電子線重合などの重合処
理を施せばよい。なお、上記電解質は電極の活物質層中に含まれてもよい。
【００７０】
　［タブ］
　リチウムイオン二次電池１０においては、電池外部に電流を取り出す目的で、集電体（
３３、３５）に電気的に接続されたタブ（正極タブ２５および負極タブ２７）が外装であ
るラミネートシート２９の外部に取り出される。具体的には、正極集電体３３に電気的に
接続された正極タブ２５と、負極集電体３５に電気的に接続された負極タブ２７とが、外
装の外部に取り出される。
【００７１】
　タブ（正極タブ２５および負極タブ２７）を構成する材料は特に制限されず、リチウム
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イオン二次電池用のタブとして従来用いられている公知の材料が用いられうる。タブの構
成材料としては、例えば、アルミニウム、銅、チタン、ニッケル、ステンレス鋼（ＳＵＳ
）、これらの合金等が例示される。なお、正極タブ２５と負極タブ２７とでは、同一の材
質が用いられてもよいし、異なる材質が用いられてもよい。また、本実施形態のように、
別途準備したタブ（２５、２７）を集電体（３３、３５）に接続してもよいし、集電体を
延長することによりタブとしてもよい。
【００７２】
　［正極および負極端子リード］
　必要に応じて、正極端子リードおよび負極端子リードを用いてもよい。例えば、各集電
体から出力電極端子となる正極タブおよび負極タブを直接取り出す場合には、正極端子リ
ードおよび負極端子リードは用いなくてもよい。
【００７３】
　正極端子リードおよび負極端子リードとしては、従来公知のリチウムイオン電池で用い
られる端子リードが用いられうる。なお、ラミネートシート２９から取り出された部分は
、周辺機器や配線などに接触して漏電したりして製品（例えば、自動車部品、特に電子機
器など）に影響を与えないように、耐熱絶縁性の熱収縮チューブなどにより被覆すること
が好ましい。
【００７４】
　［外装］
　リチウムイオン二次電池１０においては、使用時の外部からの衝撃や環境劣化を防止す
るために、電池要素２１は、ラミネートシート２９などの外装内に収容されることが好ま
しい。外装としては特に制限されず、従来公知の外装が用いられうる。自動車の熱源から
効率よく熱を伝え、電池内部を迅速に電池動作温度まで加熱しうる点で、好ましくは、熱
伝導性に優れた高分子－金属複合ラミネートシート等が用いられうる。
【００７５】
　なお、上述した本発明の実施形態のリチウムイオン二次電池１０の製造方法については
特に制限はなく、電池の製造分野において従来公知の知見を参照して、製造されうる。
【００７６】
　また、本発明の電気化学デバイスがリチウムイオン二次電池である場合に、当該電池は
双極型電池であってもよい。
【００７７】
　図２に本発明の一実施形態である双極型電池の全体構造を模式的に表した断面概略図を
示すが、本発明の技術的範囲はかような形態のみに制限されない。
【００７８】
　図２に示すように、本実施形態の双極型電池１０’の電池要素２１は、集電体１１の一
方の面に正極活物質層１３が形成され他方の面に負極活物質層１５が形成された複数の双
極型電極を有する。各双極型電極は、電解質層１７を介して積層されて電池要素２１を形
成する。この際、一の双極型電極の正極活物質層１３と前記一の双極型電極に隣接する他
の双極型電極の負極活物質層１５とが電解質層１７を介して向き合うように、各双極型電
極および電解質層１７が積層されている。
【００７９】
　隣接する正極活物質層１３、電解質層１７、および負極活物質層１５は、一つの単電池
層１９を構成する。従って、双極型電池１０’は、単電池層１９が面を介して電気的に直
列に接続されてなる構成を有するともいえる。よって、図１に示す形態の並列接続型の電
池と比較して、高出力が得られうる。なお、電池要素２１の最外層に位置する集電体（最
外層集電体）（１１ａ、１１ｂ）には、片面のみに、正極活物質層１３（正極側最外層集
電体１１ａ）または負極活物質層１５（負極側最外層集電体１１ｂ）のいずれか一方が形
成されている。
【００８０】
　さらに、図２に示す双極型電池１０’では、正極側最外層集電体１１ａが延長されて正
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極タブ２５とされ、外装であるラミネートシート２９から導出している。一方、負極側最
外層集電体１１ｂが延長されて負極タブ２７とされ、同様にラミネートシート２９から導
出している。
【００８１】
　［絶縁層］
　双極型電池１０’においては、通常、各単電池層１９の周囲に絶縁層３１が設けられる
。この絶縁層３１は、電池内で隣り合う集電体１１同士が接触したり、電池要素２１にお
ける単電池層１９の端部の僅かな不揃いなどに起因する短絡が起こったりするのを防止す
る目的で設けられる。かような絶縁層３１の設置により、長期間の信頼性および安全性が
確保され、高品質の双極型電池１０’が提供されうる。
【００８２】
　絶縁層３１を構成する材料としては、絶縁性、固体電解質の脱落に対するシール性や外
部からの水分の透湿に対するシール性（密封性）、電池動作温度下での耐熱性などを有す
るものであればよく、例えば、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプ
ロピレン樹脂、ポリイミド樹脂、ゴムなどが用いられうる。なかでも、耐蝕性、耐薬品性
、作り易さ（製膜性）、経済性などの観点から、ポリエチレン樹脂やポリプロピレン樹脂
が、絶縁層３１の構成材料として好ましく用いられる。
【００８３】
　（蓄電モジュール；組電池）
　上述したリチウムイオン二次電池（１０、１０’）は、複数電気的に接続されて、蓄電
モジュールである組電池とされてもよい。
【００８４】
　図３は、本発明の一実施形態である組電池を示す斜視図である。
【００８５】
　図３に示すように、組電池４０は、上記のリチウムイオン二次電池（１０、１０’）が
複数個接続されることにより構成される。各リチウムイオン二次電池の正極タブおよび負
極タブがバスバーを用いて接続されることにより、各リチウムイオン二次電池が接続され
ている。組電池４０の一の側面には、組電池４０全体の電極として、電極ターミナル（４
２、４３）が設けられている。
【００８６】
　組電池を構成する複数個のリチウムイオン二次電池を接続する際の接続方法は特に制限
されず、従来公知の手法が適宜採用されうる。例えば、超音波溶接、スポット溶接などの
溶接を用いる手法や、リベット、カシメなどを用いて固定する手法が採用されうる。かよ
うな接続方法によれば、組電池の長期信頼性が向上しうる。
【００８７】
　本発明の組電池によれば、上記のリチウムイオン二次電池を用いて組電池化することで
、長期信頼性に優れる組電池が提供されうる。
【００８８】
　なお、組電池を構成する電池の接続は、複数個全て並列に接続してもよく、また、複数
個全て直列に接続してもよく、さらに、直列接続と並列接続とを組み合わせてもよい。
【００８９】
　［車両］
　上述した電池や組電池（蓄電モジュール）は、車両に搭載されうる。車両に搭載された
電池は、例えば、車両のモータを駆動する電源として用いられうる。
【００９０】
　電池または組電池をモータ用電源として用いる車両としては、例えば、ガソリンを用い
ない完全電気自動車、シリーズハイブリッド自動車やパラレルハイブリッド自動車などの
ハイブリッド自動車、および燃料電池自動車などの、車輪をモータによって駆動する自動
車が挙げられる。場合によっては、二輪車、列車などの他の輸送機器用の電源として採用
されてもよい。
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【００９１】
　参考までに、図４に、組電池４０を搭載する自動車５０の概略図を示す。自動車５０に
搭載される組電池４０は、上記で説明したような特性を有する。このため、自動車５０に
組電池４０を搭載することで、自動車５０の長期信頼性が向上しうる。
【００９２】
　以上、リチウムイオン二次電池を例に挙げて、本発明の電気化学デバイスを詳細に説明
したが、本発明は他の電気化学デバイスにも適用可能である。例えば、電気二重層キャパ
シタやレドックスキャパシタなどのキャパシタにも適用可能である。また、上述した針状
活物質粒子の表面に白金等の触媒成分を担持し、これを触媒層として用いることで、本発
明は燃料電池にも適用可能である。
【実施例】
【００９３】
　本発明の効果を、以下の実施例および比較例を用いて説明する。ただし、本発明の技術
的範囲が以下の実施例に示す形態のみに制限されるわけではない。
【００９４】
　＜実施例１＞実施形態（１）に対応
　以下の手法により、集電体としての金属基体の表面に針状活物質粒子であるウィスカー
が形成されてなる電極を作製した。
【００９５】
　まず、集電体としての金属基体として、ニッケル基板（厚さ：１００μｍ）を準備した
。次いで、このニッケル基板の一方の表面にスズめっき処理を施し、スズめっき層（厚さ
：２０μｍ）を形成した。その後、このスズめっきニッケル基板を、１００％アルゴン雰
囲気下で８００℃まで昇温し、昇温後１００体積ｐｐｍの酸素雰囲気下で１時間維持して
、基板上にスズ酸化物の針状結晶（ウィスカー）を成長させた。得られたウィスカーを走
査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて観察した写真（倍率：１０００倍）を図５に示す。こ
のようにして得られたウィスカー形成基板をφ１６ｍｍで打ち抜き、負極とした。なお、
基板上に形成されたウィスカーのアスペクト比は約２０００であった。
【００９６】
　一方、正極活物質であるマンガン酸リチウム（ＬｉＭｎ２Ｏ４）（粒子径：１μｍ、８
５質量％）、導電助剤であるアセチレンブラック（１０質量％）およびバインダであるポ
リフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）（５質量％）を混合し、次いでスラリー粘度調整溶媒で
あるＮ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）を適量添加して、正極活物質スラリーを調製
した。
【００９７】
　一方、正極用の集電体として、アルミニウム箔（厚さ：２０μｍ）を準備した。準備し
た集電体の一方の表面に、上記で調製した正極活物質スラリーをドクターブレード法によ
り塗布し、塗膜を形成させた。次いでこの塗膜を乾燥させて、正極活物質層（厚さ：３０
μｍ）を形成した。その後、得られた積層体をφ１５ｍｍで打ち抜き、正極とした。
【００９８】
　一軸延伸ポリプロピレン微多孔質膜（厚さ：８μｍ、空孔率：６０％、屈曲度：１．７
）からなるサブセパレータを３枚積層して、セパレータとした。この際、それぞれのサブ
セパレータの分子配向の方向が９０°ずつずれるように積層を行なった。なお、セパレー
タについてはφ１８ｍｍで打ち抜いたものを用いた。
【００９９】
　電解液として、エチレンカーボネート（ＥＣ）とジエチルカーボネート（ＤＥＣ）との
等体積混合液にリチウム塩であるＬｉＰＦ６を１ｍｏｌ／Ｌの濃度に溶解させた溶液を調
製した。
【０１００】
　上記で作製した正極、セパレータおよび負極を、正極活物質層および負極活物質層（ウ
ィスカーが形成された側）が向き合うようにこの順に積層し、上記で調製した電解液をセ
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パレータに注入して電池要素を作製した。得られた電池要素を２０３２型コインセル中に
封止して、本実施例の電池を完成させた。
【０１０１】
　＜実施例２＞実施形態（２）に対応
　一軸延伸ポリプロピレン微多孔質膜（サブセパレータ（Ｂ）、厚さ：８μｍ、空孔率：
６０％、屈曲度：１．７）の両面に、一軸延伸ポリプロピレン微多孔質膜（サブセパレー
タ（Ａ）、厚さ：８μｍ、空孔率：３０％、屈曲度：１．９）がそれぞれ積層されてなる
セパレータを用いたこと以外は、上記の実施例１と同様の手法により、本実施例の電池を
完成させた。なお、３枚のサブセパレータの分子配向の方向が揃うように積層を行なった
。
【０１０２】
　＜実施例３＞実施形態（３）に対応
　一軸延伸ポリプロピレン微多孔質膜（サブセパレータ（Ｂ）、厚さ：８μｍ、空孔率：
６０％、屈曲度：１．７）の両面に、一軸延伸ポリプロピレン微多孔質膜（サブセパレー
タ（Ａ）、厚さ：８μｍ、空孔率：５０％、屈曲度：２．５）がそれぞれ積層されてなる
セパレータを用いたこと以外は、上記の実施例１と同様の手法により、本実施例の電池を
完成させた。なお、３枚のサブセパレータの分子配向の方向が揃うように積層を行なった
。
【０１０３】
　＜実施例４＞
　一軸延伸ポリプロピレン微多孔質膜（厚さ：８μｍ、空孔率：６０％、屈曲度：１．７
）が３枚積層されてなるセパレータを用いたこと以外は、上記の実施例１と同様の手法に
より、本実施例の電池を完成させた。なお、３枚のサブセパレータの分子配向の方向が揃
うように積層を行なった。
【０１０４】
　＜比較例＞
　一軸延伸ポリプロピレン微多孔質膜（厚さ：２４μｍ、空孔率：６０％、屈曲度：１．
７）をそのまま単層のセパレータとして用いたこと以外は、上記の実施例１と同様の手法
により、本比較例の電池を完成させた。
【０１０５】
　＜評価＞
　上述した各実施例および比較例について、それぞれ１０個ずつの電池を作製した。そし
て、それぞれの電池を４Ｖに保持した状態で１日間放置し、その際の電圧降下を測定した
。その結果を下記の表１に示す。表１では、実施例／比較例ごとに、１０個の電池の電圧
降下の値が範囲を区切って分類されている。
【０１０６】
【表１】

【０１０７】
　表１に示す結果から、本発明によれば、負極活物質としてウィスカー形状の針状活物質
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粒子を用いた場合であっても、電池電圧の低下（すなわち、出力特性の悪化）が抑制され
うることが示される。これは、セパレータを積層構造とすることで、ウィスカーのセパレ
ータの貫通が抑制され、単電池層の内部における微小短絡が防止されたことによるものと
考えられる。また、特に実施形態（１）～（３）のような形態とすることで、上述の効果
がより一層顕著に発現することも示される。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の一実施形態であるリチウムイオン二次電池の全体構造を模式的に表した
断面概略図である。
【図２】本発明の一実施形態である双極型電池の全体構造を模式的に表した断面概略図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態である組電池を示す斜視図である。
【図４】図３に示す組電池を搭載する自動車の概略図である。
【図５】実施例１で得られたウィスカーを走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用いて観察した
写真（倍率：１０００倍）である。
【符号の説明】
【０１０９】
　　１０　　リチウムイオン二次電池、
　　１０’　　双極型リチウムイオン二次電池、
　　１１　　集電体、
　　１１ａ、１１ｂ　　最外層集電体、
　　１３　　正極活物質層、
　　１５　　負極活物質層、
　　１７　　電解質層、
　　１９　　単電池層、
　　２１　　電池要素、
　　２５　　正極タブ、
　　２７　　負極タブ、
　　２９　　ラミネートシート、
　　３１　　絶縁層、
　　３３　　正極集電体、
　　３５　　負極集電体、
　　４０　　組電池、
　　４２、４３　　電極ターミナル、
　　５０　　自動車。
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